
広告広告

小さな子も楽しめる
えほんのじかん

※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。 また、大阪市が推奨等するものではありません。

11月号（2025/No.354）

03 わがまち北区

子育て

　　  大阪府行政書士会北支部
☎06-6105-3219（平日9：00～17：00）

　　  大阪司法書士会北支部  
☎0120-676-888
（平日9:00～12:00、13:00～18:00）

申問

申

申問

要予約

要予約

要予約

相談内容 日　時 問合せ先等

司法書士相談

北区役所での相談

11/12（水）・12/10（水）
13:00～16:00
※事前に電話予約

要予約行政書士相談 11/26（水）13:00～16:00
※事前に電話予約外国人のビザ手続・帰化、

建設業・民泊等の各種
営業許可などの相談

フードドライブ（食品回収）
も併せて実施 ※11月は
子ども服の展示提供も実施

登記、相続・遺言、成年
後見などの相談

法律相談 11/5（水）・19（水）・
12/3（水）13:00～17:00

11/26（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

行政相談 11/20（木）13:00～15:00
※予約不要

　 政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683

人権相談 随時受付9:00～17:30
（土日祝・年末年始除く）

　 子育て・教育課（教育担当）
☎06-6313-9743
問

ごみの相談 11/6（木）・12/4（木）
14:00～15:30 　 東北環境事業センター

☎06-6323-3511
問

　 政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
問

問

不動産相談 　　  公益社団法人全日本不動産協会
大阪府本部北支部
☎06-6373-1511（平日10:00～15:30）

申問

予約専用電話 ☎050-1808-6070 ※AI電話による自動案内で対応
【申込期間】 相談日1週間前の12:00～相談日当日の10:00まで

無料

北図書館
☎06-6375-0410　   06-6371-3177
申問

北区子ども・子育てプラザ
☎　 06-6374-0870
申問

豊崎東・豊仁地域
「ぱくぱくもぐもぐ たべるのだいすき！」
楽しいイベントに参加して地域の人とふれ
あいましょう！子育て相談もできます。

デジタルスポーツ体験 安全・安心な
まちづくりの取組11/29（土）13:30～14:30

北区子ども・子育てプラザ
（本庄東1-24-11）

【対象】 市内在住の未就学児（3歳以上）とそ
の保護者
【定員】 15名（申込先着順）
【申込】 11/15（土）10:00～電話・来館に
て受付

防災・
安全・安心

11/22（土）11:00～11:30
北図書館2階読書室（本庄東3-8-2）

【内容】 絵本を中心に、パネルシアターなど
【対象】 乳幼児・小学生とその保護者
【講師】 絵本の会北
【定員】 10組（申込先着順）
【申込】 11/6（木）～電話・来館にて受付

日
場

日
場

11/27（木）13:30～15:00
クレオ大阪子育て館（天神橋6-4-20 7階）

【対象】 0歳～未就園児とその保護者
【主催】 北区地域子育て支援連
絡会

日
場

市立小・中学校の学校選択制
希望校変更を受け付けます

出張イベント＆
個別子育て相談会

マイナンバーカードを健康保険証として利
用すると、様 な々メリットがあります。
●過去の診療・薬剤情報などに基づいたよ
り良い医療が受けられる
●高額な医療費が発生する場合でも、書類
での事前申請や高額な立替払が不要になる
●救急現場で、搬送中の適切な応急措置
や病院の選定に活用される
マイナンバーカードにはプライバシー性の高
い情報は記載されておらず、マイナンバー
（12桁の番号）を知られただけでは悪用さ
れる心配はありません。 医療機関への医療
情報の提供についても、本人の同意なく行
うことはありません。
便利で安全なマイナ保険証への切替えを
是非ご検討ください。

マイナ保険証を
使ってみませんか

日常生活の中で生じる様 な々人権問題につ
いて、人権擁護委員が相談に応じます。 秘
密は厳守します。

人権擁護委員による
特設人権相談所

子育て・教育課（教育担当）
☎06-6313-9472　　06-6313-9988
問

子育て・教育課（子育て支援室）
☎06-6313-9533　　06-6313-9988
問

大阪第一人権擁護委員協議会
☎06-6942-1196　　06-6942-1627
問

地域課
☎06-6313-9951　　06-6362-3823
問

要申込

「防火の輪 継いでいこうや わたしらで」

消防だより
秋の火災予防運動

特殊詐欺被害防止のための対策が強化さ
れました。

大　淀警察署　☎06-6376-1234
曽根崎警察署　☎06-6315-1234
天　満警察署　☎06-6363-1234

問

●高齢者（65歳以上）が携帯電話で通話し
ながらATMを操作することを禁止
●大阪府居住の70歳以上の方の銀行口
座で、過去3年間ATMを利用した振込手続
きがない場合、ATMでのキャッシュカードに
よる振込み金額が１日あたり10万円以下に
制限 ※一部例外あり
ほかにも、プリペイド型電子マネー販売時の
確認や金融機関による通報など、
詐欺被害の根絶に向けた取組が
推進されています。

くらし・
手続き

無料

要申込

無料

無料

11/9（日）～15(土)までの期間中、北区役
所や大阪駅周辺の大型ビジョンなどを使っ
た啓発を行います。 防火の輪をつないで防
火意識を高めていきましょう。

大阪市地域活性化
事業基金（ボートピ
ア梅田環境整備協
力費）を活用し、北
区の地域住民団体
が主体的に安全・
安心なまちづくりに

取り組み、地域課題の解決や地域の活性
化に向けて活動しています。
【令和7年度の主な事業】
●街頭防犯カメラ事業
●北区防災啓発事業 など

北消防署　☎06-6372-0119問

詳細は北区HP▶

元々私は体を動か
すことが苦手で、体
力がなく、よく風邪
をひいていました。 
産後、子育てには
体力が必要だと実
感し、子連れで参
加できるヨガサー
クルと出会いました。運動が苦手な私でも、
ヨガを続けていると風邪をひきにくくなり、身
体が楽になるので、子どもが大きくなった今
でも楽しんでいます。災害時には心と体の
強さも必要になるので、ヨガに限らず自身に
合った運動方法を見つけ、心身の維持に努
めることが「防災」につながると思っています。
ジシン本サポーター  大住

My防災 
いざという時のためにも
体力づくり

申

11/23（日祝）
13:00～17:00

西成区役所
（西成区岸里１-５-20）
旭区役所
（旭区大宮１-１-17）

　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285
問

予約専用電話 ☎050-1808-6070 ※AI電話による自動案内で対応
【申込期間】 11/14（金）12:00～23（日祝）10:00まで

無料

人権相談

犯罪被害者等支援
のための総合相談

随時受付
9:00～17:30
（土日祝・年末年始除く）

市民局人権企画課
（中之島1-3-20 
大阪市役所4階）

　 市民局人権企画課
☎ 06-6208-7489　
　 06-6202-7073

受付／月～金 9:00～21:00
日祝 9:00～17:30（年末年始除く）

専門相談員が電話・面談・FAX・メールで相談
をお受けします。 区役所などでの出張相談を
希望される方は、その旨ご連絡ください。

問

　　  大阪市人権啓発・相談センター
☎ 06-6532-7830　
　 06-6531-0666
　 7830@osaka-jinken.net

申問

要予約

日曜法律相談

相談内容 日　時 場　所 問合せ先等

その他の相談

要予約

10/31までにご提出いただいた希望調査
票の集計結果を、11/13（木）に北区ホー
ムページで公表します。 また、「希望調査結
果通知」を各ご家庭に送付します。 通知を
確認いただき、希
望校を変更される
場合は、次の日程
で受け付けます。
【受付期間】 
11/14（金）～20（木）9:00～17:30
【受付場所】 子育て・教育課（3階31番窓口）
※受付期間を過ぎると希望校の変更はできません
※窓口受付のみ　
※「希望調査結果通知」をお持ちください

詳細は大阪府警察HP ▶

無料

日 11/21（金）13:30～16:00
淀川区役所（淀川区十三東2-3-3）、
生野区役所（生野区勝山南3-1-19）

場

なお、大阪市国民健康保険の場合、11/１
（土）以降、現在の国民健康保険被保険者
証は使用できなくなりますので、マイナ保険
証や資格確認書をご利用ください。 マイナ
保険証をお持ちでも、高齢や障がいなどを
理由にマイナ保険証での受診が困難な方
や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方
には、申請により資格確認書を交付します。
〈マイナ保険証について〉
マイナンバー総合フリーダイヤル　　

☎0120-95-0178
問

〈資格確認書の交付について〉
窓口サービス課（保険年金保険担当）

☎06-6313-9956　　06-6362-3822
問

「わがまち北区」のご感想をお聞かせください。 政策推進課　☎06-6313-9474　　 06-6362-3821問

警察だより
大阪府安全なまちづくり条例が改正


